
安心フィルタリング利用特約 

 

株式会社U-NEXT（以下、「当社」といいます）は、以下のとおり、安心フィルタリング利用特

約（以下「本特約」といいます）を定め、これにもとづき安心フィルタリングサービス（以

下、「本オプション」といいます）を提供します。なお、用語の定義および本特約に記載のな

い事項は、当社が別途定めるU-NEXT MOBILE利用規約の定めにもとづくものとし、本特約とU

-NEXT MOBILE利用規約が抵触する場合は本特約が優先して適用されるものとします。 

 

第１条（用語の定義） 

本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

用語 用語の定義 

本サービス U-NEXT MOBILE利用規約にもとづき提供する通信サービス「U-NEX

T MOBILE」をいいます。 

オプション申込者 当社が指定する方法にて本オプションへのお申し込みを行った契約者

をいいます。 

本オプション契約 当社とオプション申込者との間に成立する本オプションの利用契約を

いいます。 

オプション契約者 当社との間に本オプション契約が成立している者をいいます。 

オプション利用者 オプション契約者の承諾を得て、U-NEXT MOBILE利用規約第１０条

（利用権の譲渡および地位の譲渡）に定める利用者として、本オプシ

ョンを利用する者をいいます。 

利用開始日 当社が、オプション申込者から第６条（本オプション契約の成立）に

定める利用契約のお申し込みを受け付け、本オプションの提供に必要



となる登録を完了した日とします。 

利用開始月 利用開始日が属する月をいいます。 

デジタルアーツ デジタルアーツ株式会社をいいます。 

デジタルアーツ利用

規約 

デジタルアーツが定める「「i-フィルター」シリーズ利用規約」（そ

の後の変更を含み、デジタルアーツのウェブページ上（https://ww

w.daj.jp/terms/）に掲載されているものをいいます。 

本製品 デジタルアーツがデジタルアーツ利用規約にもとづき提供する、パー

ソナルコンピューター、スマートフォン等で利用するウェブサイトや

アプリケーションから、意図せず有害情報にさらされる危険をブロッ

クする機能にかかるフィルタリングソフトウェアおよびサービスをい

います。 

デジタルアーツ契約 デジタルアーツ利用規約にもとづきユーザーとデジタルアーツとの間

に成立した契約をいいます。なお、本オプション契約とデジタルアー

ツ契約の間に齟齬が生じる場合、本オプション契約が優先して適用さ

れるものとします。 

 

第２条（目的） 

１．本オプションは、本サービスの契約者および利用者のみが利用できるものとします。 

２．オプション契約者は、本特約に併せてデジタルアーツ利用規約にも同意するものとし、こ

れらの利用規約を誠実に遵守しなければならないものとします。なお、オプション契約者がU-N

EXT MOBILE利用規約第１０条（利用権の譲渡および地位の譲渡）に従いオプション利用者に

本サービスを利用させた場合においては、オプション利用者の行為はオプション契約者の行為

とみなして本規約が適用されるものとします。 

３．当社が、本オプションを円滑に運営するために必要に応じてオプション契約者に通知した

本オプションの利用にかかわる諸規定は、本特約の一部を構成するものとします。 



 

第３条（規約の変更） 

当社は、U-NEXT MOBILE利用規約の定めに準拠して、本特約を変更することがあります。こ

の場合、本オプションの利用条件は変更後の本特約によります。 

 

第４条（本オプションの内容） 

１．本オプションの内容は、以下のとおりとします。 

（１）当社は、本オプション契約にもとづき、オプション契約者に対し、本製品を利用するラ

イセンス権および当該ライセンス権の利用登録に必要なシリアルIDを付与します。 

（２）オプション契約者またはオプション利用者は、デジタルアーツ利用規約を遵守して本製

品をご利用いただけます。 

２．本オプションおよび本製品を利用するために必要となる通信費等（電話料金を含みます）

は、オプション契約者の負担となります。 

 

第５条（本製品の利用について） 

１．本製品は、デジタルアーツ利用規約にもとづきデジタルアーツの責任においてオプション

契約者またはオプション利用者に提供されます。 

２．本製品を利用するには、専用のソフトウェアをデジタルアーツ所定のウェブサイトからダ

ウンロードし、オプション契約者またはオプション利用者が本製品を利用するモバイル端末に

インストールする必要があります。かかる専用ソフトウェアは、デジタルアーツ利用規約にも

とづきデジタルアーツからオプション契約者またはオプション利用者に対して利用許諾される

ものとします。 

３．オプション契約者またはオプション利用者は、デジタルアーツ利用規約にもとづき本製品

および前項の専用ソフトウェアを利用しなければなりません。 

４．オプション契約者またはオプション利用者は、本製品を利用するにはデジタルアーツ所定

の方法により利用登録をする必要があります。ユーザーは、本オプションの利用を継続する限

り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。ユー



ザーの利用登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本オプショ

ン契約の解除をすることができるものとします。 

５．オプション契約者またはオプション利用者は、利用登録時に設定したパスワードおよび暗

号化キーを常に安全な状態にしておくものとし、いかなる第三者にもパスワードおよび暗号化

キーを開示しないことに同意するものとします。オプション契約者またはオプション利用者が

パスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、オプション契約者またはオプション利用者は本

オプションを利用できません。 

６．オプション契約者またはオプション利用者は、デジタルアーツ利用規約の違反またはその

他の本製品の不正利用が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなけれ

ばならないものとします。 

 

第６条（本オプション契約の成立） 

１．本オプション契約のお申し込みは、本特約およびデジタルアーツ利用規約に同意のうえ当

社所定の方法により行うものとします。 

２．本オプション契約は、前項のお申し込みに対し当社がこれを審査のうえ承諾したときに成

立します。 

３．本オプションの更新日時は、月末最終日の21時30分です。更新日時が到来すると、本オプ

ションは自動的に更新されます。本オプションを解約される場合は、更新日時が到来する前に

解約申し込みを完了させてください。更新日時を超えてから解約申し込みを完了した場合は、

本オプションプランは更新され、翌月の解約申し込みとして取り扱われます。 

 

第７条（委託） 

当社は、本オプションの提供にかかわる業務の全部または一部を、第三者に委託することがあ

ります。 

 

第８条（知的財産権等） 



オプション契約者またはオプション利用者は、本オプションおよび本製品にかかわる全ての知

的財産権を含む、全ての権利、権原および利益（以下、本条において「知的財産権等」といい

ます）を当社またはそのライセンサーが保持することに同意するものとします。本オプション

契約にもとづき付与されるライセンス権を除き、当社およびそのライセンサーは知的財産権等

を留保しており、いかなる黙示によるライセンス権もオプション契約者またはオプション利用

者に付与されることはありません。 

 

第９条（禁止事項） 

１．オプション契約者またはオプション利用者は、本オプションおよび本製品の利用に関して

以下の事項を行ってはならないものとします。 

（１）本オプションまたは本製品のいずれかの部分に関するサブライセンス付与、貸出、レン

タル、貸付、譲渡または配布 

（２）本製品の変更、改作、変換もしくは二次的著作物の作成、本製品の逆コンパイル、リバ

ースエンジニアリングもしくは分解、または本製品からのソースコードの引出し 

（３）本製品に関するソフトウェアまたはウェブサイト上に表示されている商標、著作権、ま

たはその他の権利表示の取外し、隠蔽または変更 

（４）本特約もしくはデジタルアーツ利用規約、または法令に違反する行為 

（５）第三者の知的財産権またはその他の権利を侵害する行為 

（６）公序良俗に反するまたはその恐れのある行為 

（７）犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為 

（８）前各号のほか、オプション契約者またはオプション利用者として不適切であると、当社

が合理的な根拠に基づき合理的に判断する行為 

２．オプション契約者またはオプション利用者が前項の各号の禁止事項に抵触する行為を行っ

た場合には、当社は、本オプションの利用を停止し、または本オプション契約を解除すること

ができるものとします。 

 

第１０条（本オプション契約の終了） 



１．オプション契約者が本サービスの利用契約の解約をした場合、本オプション契約およびデ

ジタルアーツ契約も同時に終了します。 

２．オプション契約者が、本オプション契約またはデジタルアーツ契約いずれか一方を解約し

た場合、他方の契約も同時に終了するものとします。 

３．前二項にもとづく本オプション契約またはデジタルアーツ契約の終了によりオプション契

約者またはオプション利用者に損害等が生じても、当社およびデジタルアーツは一切責任を負

いません。 

 

第１１条（本オプションの停止） 

１．当社は、オプション契約者またはオプション利用者に通知することなくいつでも本オプシ

ョンの全部または一部の提供を停止することができます。 

２．当社は、当社の故意または過失により生じた場合を除き、前項にもとづく停止によりオプ

ション契約者またはオプション利用者に損害等が生じても一切責任を負いません。 

 

第１２条（本オプションの廃止） 

１．当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法によりオプション契約者に通知すること

により、本オプションを廃止することができます。当社が本オプションを廃止した場合、同時

に、オプション契約者は本製品を利用することができなくなります。 

２．当社は、当社の故意または過失により生じた場合を除き、前項にもとづく廃止によりオプ

ション契約者またはオプション利用者に損害等が生じても一切責任を負いません。 

 

第１３条（オプション契約者およびオプション利用者による補償） 

１．オプション契約者またはオプション利用者は、以下に関連して生じる、妥当な弁護士費用

およびコストを含む、全ての請求権、法的責任、損害、損失および費用について、当社、その

サプライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社を防御し、補償し、これらに

損害を与えないものとします。 

（１）本オプションの利用 



（２）本オプション契約またはデジタルアーツ利用規約の違反 

（３）知的財産権等を含む第三者の権利の侵害 

２．前項の補償の義務は、本オプション契約の終了後も存続します。 

 

第１３条（非保証および免責） 

１．オプション契約者またはオプション利用者は、自己の判断および責任において、本オプシ

ョンおよび本製品を利用するものとします。当社は、本オプションおよび本製品に関して、正

確性、正当性、安全性、有用性に関する保証を含め、いかなる保証も行いません。 

２．当社は、本オプションまたは本製品の利用に関連して生じたいかなる損害に対しても、当

社の故意または過失による場合を除き、何らの責任も負わないものとします。 

３．当社がオプション契約者またはオプション利用者に対し、本オプションまたは本製品の利

用に関連して損害賠償責任を負う場合、当該賠償額の上限は、本オプションの１か月あたりの

利用料相当額を超えないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこ

の限りではありません。 

４．本オプションまたは本製品の利用に関連して、オプション契約者と第三者（デジタルアー

ツを含みます）との間で何らの紛争が発生した場合には、オプション契約者が自己の費用と責

任において解決しなければならず、当社は、当社の故意または過失による場合を除き、一切責

任を負いません。 

 

第１６条（オプション契約者による解約） 

１．オプション契約者は、当社が指定する方法により、本オプション契約を解約することがで

きるものとします。 

２．前項に定める方法により、各月の末日までに解約手続きが完了した場合、当該月の末日を

もって本オプション契約の解約が成立するものとします。 

 

第１７条（利用停止による自動解約） 



本サービスの利用が停止された場合において、利用停止期間中に各月1日が到来したときは、本

オプション契約は自動的に解約されます。本オプションの継続を希望される場合は、再度お申

し込みを行う必要があります。本項にもとづく自動解約によりオプション契約者またはオプシ

ョン利用者に損害等が生じても一切責任を負いません。 

第１８条（料金） 

１．契約者は、本オプションの利用料を、デジタルアーツ契約の定めにかかわらず、当社が別

途定める場合を除き、クレジットカードにより支払うものとします。 

 

２．本オプションの利用料は下記のとおりとします。 

オプション名 月額利用料（税込） 

安心フィルタリング ３３０円 ※ 

※本オプションを本サービスの新規申し込み時に同時にお申し込みいただいた場合は、利用開

始月の利用料は発生しません。 

※本オプション単独での追加の場合は利用開始月から利用料が発生し、当該月の月額利用料は

日割りされず満額で請求されるものとします。 

※月の途中で本オプションを終了する場合、当該月の月額利用料は日割りされず満額で請求さ

れるものとします。 

３．本オプションの利用料については、オプション契約者またはオプション利用者が、本製品

を利用するモバイル端末にインストールをしたかにかかわりなく、また、オプション契約者ま

たはオプション利用者が本オプションまたは本製品を実際に利用したかにかかわりなく、前項

に定める料金が発生するものとします。 

４．当社の責めに帰すべき事由によらず、本製品を利用することができなくなった場合は、本

オプションの利用料の減額、返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとしま

す。なお、本オプションを利用することができなくなった場合、当社は、本オプションの復旧

に努めるものとします。 

 

付則 



２０２５年１１月１８日施行 


